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(３)特定空家等の対応について【資料６，７】 

４ その他【資料８】 
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第２次入間市空家等対策計画の策定について 

 

 

１．前回からの変更点 

第１回協議会にて挙げられた意見及び庁内検討会議等からの意見を踏まえ、以

下のとおり対応いたしました。（誤字等の軽微な修正は除きます。） 

 

 

 

２．策定スケジュール                          

 

意見の内容 対 応 

P.１ 「１ 計画策定の背景と目的」にて、「計画期

間である５年が経過することから～」とあるが、現

計画は平成３０年度から令和３年度までの４年が

計画期間ではないか。 

ご意見のとおり、現計画の計画期間は４年であるため、

４年に修正いたします。  P.４、５「２空き家の状況」にある数値につい

て、％表記の数値が上昇、または下落する際は、～

ポイント上昇、下落という表現のほうがよいと思

う。 

 ご意見のとおり、％表記の数値が上昇、下落する箇所に
ついて、％をポイント表記に修正いたします。  P.６ 「表５：住宅・土地統計調査について」にて、

「その他の住宅」の枠線が太枠になっている意味は

あるのか。意味があるのであれば、その説明が必要

ではないか。 

 「その他の住宅」が本計画の対象となる空家等となる可
能性が高いことから太枠としています。表の下に以下のと

おり説明を追記しました。 

※「その他の住宅」が本計画の対象となる空家等となる

可能性が高い。 

P.６「（２）空家等の把握状況」にて、「相談を基

に平成２７年度から令和２年度まで調査を実施し

た結果、３３０戸の相談が寄せられました。」という

文の構成が不自然である。 

 以下のとおり修正いたしました。  「本市では、生活環境に影響を及ぼしていると考えられ
る空家等について、市民等からの情報、相談を基に平成２

７年度から令和２年度まで調査を実施した結果、３３０戸

の空家等を確認しました。」 

P.６「（２）空家等の把握状況」について、解消に

至った理由等を記載したほうがよいのではないか。 

 以下のとおり追記しました。  「そのうち、１５１戸が建物の取り壊し等により解消と
なり～」 

P.１２「（２）空家等の利活用の促進 ①空き家バ
の運営」について、「当制度の開始以来、利活用の促

進が図れていないため、」とのことであるが、今まで

の実績等の説明や図れていない理由の分析が無い。 

 以下のとおり追記しました。  「当制度の開始以来、物件登録が少なく、利活用の促進
が図れていないため、」 

P.１４「図１０：特定空家等に関する措置の手順」

について、条例で規定される氏名の公表等を実施す

るタイミングが記載されていない。 

 ６ 命 令の項目に以下のとおり追記しました。 

（４）命令に従わなかった場合の対応 

 

令和３年度 

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

対策協議会          

庁内検討会議        

庁内意見聴取        

パブリックコメント        

計画策定        

【資料１】 

●意見聴取 ●最終報告 

●意見聴取 ●意見聴取 

●計画案確定 ●計画決定・公表 

10月中旬～ 

11月中旬予定 

12月中旬～ 

1月中旬予定 



    
第２次入間市空家等対策計画（案）            

令和４年４月 
入 間 市 【資料２】 
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１ 計画策定の趣旨 
１ 計画策定の背景と目的 

近年、人口減少や少子高齢化、核家族化の進展などにより、全国的に居住その他の使

用がなされていない住宅等が年々増加しています。 
その中でも、適正に管理されず放置された状態の空家等は、防災、環境、衛生、景観等

の面において、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす等、大きな社会問題となって

います。 
このような状況を踏まえ、国において、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進       

するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）」が平成２７年５月２

６日に全面施行され、空家等に対する所有者等の責務や空家等に関して必要な措置を適

切に講ずることなどの自治体の責務が明確になりました。 
本市においては、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、法第６条

第１項に規定される空家等対策計画として平成３１年２月に「入間市空家等対策計画」を策

定しました。 
当計画に基づき、これまで空家等の対策を進めてきましたが、計画期間である４年が経

過することから、計画内容の見直しを図り、本市の空家等対策の基本姿勢を示すとともに、

対策を市民に広く周知し、空家等対策をより計画的に推進することを目的として、「第２次

入間市空家等対策計画（以下「計画」という。）」を策定するものです。  
本計画で使用する用語について 
〇空家等とは（法第２条第１項） 
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが

常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。  
〇特定空家等とは（法第２条第２項） 
空家等のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより

著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置すること

が不適切である状態にあると認められるものをいう。 
空家等に関する補足説明（国土交通省及び総務省の見解） 
〇「居住その他の使用がなされていないことが常態である」 
  建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、概ね年間を通して建築物 
等の使用実績がないことは１つの基準となると考えられる。  
〇「長屋」や「集合（共同）住宅」の場合 
長屋や集合（共同）住宅については、当該住宅内の全ての住戸が空き家となった場合

に当該住宅は「空家等」に含まれ得ることとなる。 表１：用語解説 
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２ 計画の位置づけ 
入間市では、市全体のまちづくりの方向性を示し、市民に密接に関わる各種施策や事業

を実施する際の指針となる総合計画を定めています。 
この計画は第６次入間市総合計画のもとに位置づけられる行政計画であるとともに、法第

６条第１項に規定する空家等対策計画とします。               
３ 計画の期間      この計画は上位の計画である第６次入間市総合計画との整合を図るため、令和４年度か

ら令和８年度までの５年間を計画期間とします。 
また、総合的かつ計画的な空家等対策の推進のため、次期総合計画と合わせて、次期

計画を策定するものとします。 
    なお、計画期間中であっても、社会情勢の変化等に合わせ、随時見直しを検討します。  年 度 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

入間市総合計画  
後期基本計画        

空家等対策計画        
 

国が定めるもの 入間市が定めるもの 

空家等対策の推進に
関する特別措置法 

・ 

基本指針 

第６次入間市総合計画 

第２次 

入間市空家等対策計画 

即する 

その他の計画 

連携 

整合 

表２：入間市空家等対策計画の位置づけ 

表３：計画スケジュール 

第２次入間市空家等対策計画（Ｒ４～Ｒ８） 次期計画 

第６次総合計画（Ｈ２９～Ｒ８） 次期総合計画 

第６次後期基本計画（Ｒ４～Ｒ８） 

入間市空家等の適正管理に関する条例（令和４年策定予定） 
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２ 空き家の現状と課題 
１ 人口動向 
（１） 人口及び世帯数の推移 

本市の令和２年の人口は約１４万７，３００人で、６５歳以上の高齢者は約４万３，２００

人（総人口の２９％）となっており、平成２７年との比較では、６５歳以上の高齢者数が約

１．１倍に増加して人口の伸び率（０．９８倍）を上回り、高齢化が進行していることがうか

がえます。 
また、高齢者世帯数及び一人暮らし高齢者世帯数は平成２７年と比較して約１．３倍

となっており、空家等が増加する要因となる可能性がうかがえます。                               
図１：人口・世帯の推移 

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

総人口 149,556 149,140 148,708 148,452 147,986 147,312

65歳以上 38,039 39,354 40,599 41,691 42,453 43,177

世帯数 62,945 63,603 64,293 65,100 65,841 66,418

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

総人口 65歳以上 世帯数

出典：住民基本台帳（各年１０月１日現在） 
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図２：高齢者世帯及び一人暮らし高齢者世帯数の推移 

出典：高齢者実態調査（各年１月１日現在） 
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２ 空き家の状況 
（１） 住宅・土地統計調査から見た空き家の状況 
① 全国の状況 

総務省が５年ごとに実施している住宅・土地統計調査の平成３０年の調査結果による

と、空き家の総数は平成２５年と比べ８４８万８，６００戸と、２９万３，０００戸増加していま

す。また、平成３０年の総住宅数に占める空き家の割合（空き家率）は１３．６％と、平成

２５年から０．１ポイント上昇し、過去最高となっています。  
（千戸）                                                    （％）            

② 埼玉県の状況 
埼玉県の平成３０年の住宅・土地統計調査では、空き家の総数は３４万６，２００戸と、

平成２５年と比べ、８，８００戸減少しています。また、空き家率は１０．２％と、平成２５年か

ら０．７ポイント下落しています。  
（千戸）                                                    （％）             
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図３：住宅数及び空き家数（全国） 

出典：住宅・土地統計調査 

図４：住宅数及び空き家数（埼玉県） 

出典：住宅・土地統計調査 
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③ 入間市の状況 
      入間市の平成３０年の住宅・土地統計調査結果では、空き家の総数は４，９００戸と、

平成２５年と比べ２６０戸増加しています。また、空き家率は７．６％と、平成２５年から０．

２ポイント上昇していますが、全国及び埼玉県と比較して低い数値にあります。  
（戸）                                                     （％）                     空き家総数４，９００戸のうち、用途別に見ますと、本計画の対象となる空家等となる

可能性が高い「その他の住宅」が、１，６９０戸で全体の約３４％を占めています。今後、

空き家数の増加とともに空き家率も上昇することが予想されます。 
                                            （単位：戸） 

項   目 全 国 埼玉県 入間市 
住宅総数 ６２，４０７，４００ ３，３８４，７００ ６４，５４０ 
空き家総数 ８，４８８，６００     ３４６，２００ ４，９００ 
  二次的住宅     ３８１，０００       ７，４００ １３０ 

賃貸用住宅 ４，３２７，２００ １９９，４００ ２，７９０ 
売却用住宅 ２９３，２００ １５，３００ ２９０ 
その他の住宅 ３，４８７，２００ １２４，１００  １，６９０ 

空き家率 １３．６％ １０．２％ ７．６％ 
順位（空き家率）  ４７位 

(４７都道府県） ４９位 
(５３市町)    表４：住宅数及び空き家数（全国、埼玉県、入間市） 
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図５：住宅数及び空き家数（入間市） 

出典：住宅・土地統計調査 

出典：住宅・土地統計調査 
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住宅・土地統計調査について 
〇住宅・土地統計調査とは 
住宅・土地統計調査とは、統計法に基づき総務省統計局が昭和２５年から５年ごと

に実施している調査で、「住生活関連諸施策の基礎資料を得ること」を目的とした標本

調査です。 
〇空き家の内訳 
住宅・土地統計調査では、以下の通り空き家を４つに区分しています。 

二次的住宅 別荘や残業で遅くなった時に寝泊まりするなど、たまに寝泊まりす

る人がいる住宅 
賃貸用住宅 新築・中古を問わず調査日時点で賃貸のために空き家となってい

る住宅 
売却用住宅 新築・中古を問わず調査日時点で売却のために空き家となってい

る住宅 
その他の住宅 上記３つ以外の人の住んでいない住宅で、転勤・入院などの理由

で長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すこと

になっている住宅   ※ 「その他の住宅」が本計画の対象となる空家等となる可能性が高い。  
（２） 空家等の把握状況 

本市では、生活環境に影響を及ぼしていると考えられる空家等について、市民等から

の情報、相談を基に平成２７年度から令和２年度まで調査を実施した結果、３３０戸の空

家等を確認しました。そのうち、１５１戸が建物の取り壊し等により解消となり、令和３年３

月３１日現在、１７９戸の空家等を確認しています。                                                           （単位：戸） 
地  区 相談数 解消数 把握数 

豊岡 １２２ ６９ ５３ 
東金子  ４７ １３ ３４ 
金子 ２１ ４ １７ 
宮寺・二本木 ２１ １１ １０ 
藤沢 ８２ ４４ ３８ 
西武 ３７ １０ ２７ 
合計 ３３０ １５１ １７９ 

表５：住宅・土地統計調査について 

表６：空家等把握状況（令和３年３月３１日時点） 



7 

 

（３） 空家等の管理状況 
空家等の管理状況を見ますと、確認されている空家等１７９戸の内、適正に管理され

ていないものが８３戸で、特に手入れ等の必要がないものが９６戸となっています。 
適正に管理されていない案件８３戸の内訳は、状況別では環境面（樹木等の繁茂）が

最も多く、次いで建物の老朽化、屋根、外壁等の破損によるものとなっています。 
平成３０年３月３１日時点では、確認されている空家等のうち約８０％が適正に管理さ

れておらず、地域住民へ悪影響と生活不安を及ぼしている状況となっていましたが、所

有者等に対する通知等を行った結果、その割合は令和３年３月３１日現在、約４５％まで

減少しました。                              建物（老朽化、外壁の破損等）、２６件、１５％

建物以外（塀の破損、門扉の倒壊等）、

６件、３％

環境（草木の繁茂等）、

４７件、２６％

衛生（ゴミ、害虫、小動物の発生等）、

４件、２％

経過観察、９６件、５４％

空家等１７９件

管理状況

図７：空家等管理状況 （令和３年３月３１日時点） 

建物（老朽化、外壁の破損等）、２５戸、１５％

建物以外（塀の破損、門扉の倒壊等）、

３戸、２％

環境（草木の繁茂等）、

９３戸、５７％

衛生（ゴミ、害虫、小動物の発生等）、

５戸、３％

経過観察、３７戸、２３％

空家等１６３件

管理状況

図６：空家等管理状況 （平成３０年３月３１日時点） 

※パーセントは小数点以下を四捨五入した値 

※パーセントは小数点以下を四捨五入した値 
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３ 課 題 
空家等から発生する諸問題に対し、対策の基本的な方向性を考えていく必要があります。 

そこで、空家等の調査結果や市民等から寄せられた相談内容等を踏まえて、現状の主な課

題として、次のようなことが考えられます。   
課題１ 地域への悪影響  

空家等が放置されると、老朽化による倒壊や、建築材等の破損による飛散等が発

生する危険性があります。また、敷地内の草木の繁茂による隣地や道路への越境、

敷地内へのゴミの投棄等、近隣の環境に悪影響を及ぼす原因となります。    
課題２ 所有者等の高齢化 

所有者等の高齢化に伴う施設入所や入院等により、空家等の維持、管理が困難と

なる状況があります。また、病気等により意思決定が困難な場合があります。    
課題３ 所有者等の管理意識の欠如 

空家等を放置することに対する問題意識が低い人や、遠方居住や相続による所有

などにより、所有者や管理者としての問題意識のない人がいます。       
課題４ 空家等を解消するための情報提供の不足 

空家等の流通、活用等による空家等を解消する手段について、所有者等がどこに          

相談してよいか分からない、信頼できる事業者を知らない等、情報が不足している状

況があります。  
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３ 空家等の対策 
１ 基本理念 

第６次入間市総合計画後期基本計画の６つの「施策の大綱」（章）のうちの１つとして掲げ 
ている「安全で安心してくらせるまちづくり」を目指し、総合的な空家等対策を推進します。  
（１） 取り組み方針 

空家等の実態調査結果等から見出した課題を踏まえ、空家等に関する対策を総合   

的かつ計画的に実施するため、以下の３項目を基本方針に掲げ、市民生活の安全と生

活環境の保全に取り組みます。  
基本方針 

項  目 内  容 
１ 空家等の発生の抑

制と適正管理の促

進 現在使用されている住宅等を空家等にしないための取

り組みを実施します。 
また、空家等の所有者等に対し、空家等を適切に管理

していただくための啓発等の取り組みを実施します。 
２ 空家等の利活用の

促進 空家等を資源として捉え、利活用を促進するための取

り組みを実施します。 
３ 特定空家等への対

応 

 法に基づく行政措置を推進し、周辺の生活環境に著し

い悪影響を及ぼしている特定空家等の解消を目指しま

す。  
（２） 対象とする地区 

本計画の対象地区は市内全域とします。  
（３） 対象とする物件 

本計画の対象とする物件は、法第２条に定める「空家等」とします。なお、販売用又は 
賃貸用物件については、利活用の計画・予定があると考えられるため、原則として計画

の対象外としますが、適正な管理がなされておらず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼし

ているものについては、本計画の対象とします。 
表７：基本方針 
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２ 空家等対策に関する施策 
本市の空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため「空き家になる前の状

態」から「空き家状態」、「管理不全の状態」、「空家等の除却、跡地利用」までの状況に応じ

た啓発及び措置を講じ、専門機関、関連団体、区・自治会、庁内各関係課等と連携して取り

組みます。                                  
 項  目 施策の概要 
１ 空家等の発生の抑

制と適正管理の促

進 ①未然防止策の実施  
②所有者等への啓発  
③空家等の調査  
④所有者等への情報提供 

２ 空家等の利活用の

促進 ①空き家バンクの運営  
②空家等の活用の検討 

３ 特定空家等への対

応 ①特定空家等の認定  
②特定空家等に対する措置  居 住・ 

利用中状態 
空き家状態 
管理不全 
の状態 
除 却 

跡地利用 
専門機関、関連団体、区・自治会、庁内関係課等と連携した取り組み 

図８：基本方針と施策の概要 
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（１） 空家等の発生の抑制と適正管理の促進 
核家族や高齢者単身世帯が急増し、今後、空家等がさらに増加することが推測され

ることから、これらの対象者に対し、現在居住又は使用している住宅等が空き家になら

ないための取り組みを行っていくことが重要です。 
また、空家等は法第３条において「空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」と

いう。）は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努める

ものとする。」と規定されているように、所有者等自らが適切に管理することが原則です。 
しかし、「相続人不明で放置されている。」、「所有者が遠方であり、管理できない。」な

ど、所有者等の様々な事情により市内全域に空家等が点在しているのが現状です。 
以上のことから、本市では、空家等の発生の抑制及び適正管理の促進について、次

の取り組みを行います。           

     
 

 

① 未然防止策の実施    将来的に空家等になることが見込まれる物件の所有者に向けて、物件を長期間放置

することのデメリットを広報いるまや啓発チラシ等で周知するとともに、居住中の段階か

ら物件の処分等の準備を進めていただくため、相続に関する講座の実施等を行いま

す。 
② 所有者等への啓発    空家等は、所有者等自らが適切に管理することが原則であることを認識していただく

ため、広報いるまやホームページ等により所有者等の責務についての啓発を行いま

す。また、今後さらに空家等の増加が予想されることから、市民等への適正な管理方

法、相談窓口等について周知・啓発を行います。 
③ 空家等の調査    空家等の相談窓口を設置して市民等からの情報を募り、それに基づき調査を行いま

す。また、調査結果を取りまとめた台帳を整備、管理していきます。台帳に登録された

空家等については、定期的に調査を行い、正確な実態の把握に努めます。 
④ 所有者等への情報提供等    適切な管理がされていない空家等について、所有者等に対して空家等を適切に管理

するように、活用や除却等の可能性も含め、情報提供、助言等を行います。 
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（２） 空家等の利活用の促進 
空家等及び除却された空家等の跡地の利活用の促進は、空家等対策において重要

な位置づけとなっています。活用可能な空家等について所有者等や入居希望者等に対

し活用を促すとともに、その跡地も含めた空家等を地域の資源として活用すべく、その方

策を検討することが必要とされています。 
このことから、本市では、次の取り組みにより空家等の利活用を推進していきます。                 

① 空き家バンクの運営    空家等の管理不全を防止するとともに、本市への移住・定住を進め、地域の活性化

につなげることを目的に、平成２９年１２月に設置した空き家バンクを活用し、空家等の

利活用を促進してきました。 
  しかしながら、当制度の開始以来、物件登録が少なく、利活用の促進が図れていな

いため、より効果的な制度展開となるよう、制度のあり方を含めて検討していきます。 
② 空家等の利活用の検討 

空家等及び空家等を除却した跡地の利活用については、専門機関・団体等と連携を

図り、空家等の専門的な相談窓口のあり方を含め、地域住民の交流の場や公共的な

施設等での活用等の具体的な方策を空家等対策庁内検討会議及び入間市空家等対

策協議会において検討していきます。 
  また、空家等の利活用に関するノウハウを有する民間事業者等との連携も含め、利

活用の促進を図る新たな取り組みを検討していきます。 
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（３） 特定空家等への対応 
空家等のうち、特定空家等に該当する可能性があるものは、隣家や地域にとって著し

い悪影響を及ぼしているため、早期に改善する必要があります。 
本市では、次の取り組みで特定空家等への対応を行い、その改善を目指します。   ① 特定空家等の認定    隣家や地域に著しい悪影響を及ぼしている空家等については、法に基づき立入調査

を行い、その結果を空家等対策庁内検討会議及び入間市空家等対策協議会にて協議

し、特定空家等の認定を行います。 
② 特定空家等に対する措置    特定空家等に認定された物件については、庁内関係課と連携し、また、入間市空家

等対策協議会の意見も聴取しながら、周辺への影響や危険等の切迫性を勘案し、所有

者等に対して、次の手順で措置を行います。  
（ア） 助言又は指導（法第１４条第１項） 

特定空家等の所有者等に対し、除去、修繕、立木等の伐採その他周辺の生活環

境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導を実施します。  
（イ） 勧告（法第１４条第２項） 
    助言又は指導をした場合において、特定空家等の状態が改善されていないと認        

めるときは、特定空家等の所有者等に対し、相当の猶予期限を付けて必要な措置

をとることを勧告します。 
    なお、勧告を受けた場合、特定空家等に係る土地は、住宅用地に対する固定資

産税及び都市計画税の課税標準の特例の適用から除外されます。  
（ウ） 命令（法第１４条第３項） 
    勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を取らなかった場 

合において、特に必要があると認められるときは、その者に対し相当の猶予期限を

付けて、その勧告に係る措置をとることを命じます。  
（エ） 行政代執行（法第１４条第９項） 
    措置を命ぜられた者が、その措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき

又は履行しても命令の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の

定めるところに従い、代執行の手続の検討及び実施に移行します。 
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図１０：特定空家等に対する措置の手順 

事案の発生（相談、実態調査等） 

１  現地及び所有者等の調査（第９条～第１０条関係） 

■現地調査                      ■所有者等の特定 

（１）現地調査による空家等の状態の把握    （１）所有者等の特定 

（２）立入調査の実施 

（３）対応方策の検討 

２  所有者等の事情の把握 

（１）所有者等の事情の把握 

（２）所有者等の事情に応じた解決策の検討 

３  助言又は指導（法第１４条第１項関係） 

（１）助言又は指導の実施 

（２）助言又は指導の実施後の対応 

４  勧 告（法第１４条第２項関係） 

（１）勧告の実施 

（２）関係部局（税務、その他）への情報提供 

（３）勧告に従い、措置が実施された場合の対応 

（４）勧告に従わなかった場合の対応 

（５）所有者等が変わった場合の対応 

５  意見書等の提出の機会（法第１４条第４項～第８項関係） 

（１）措置を命じようとする者への事前通知 

（２）公開による所有者等からの意見の聴取 

６  命 令（第１４条第３項関係） 

（１）命令の実施 

（２）標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法による公示 

（３）命令に従い、措置が実施された場合の対応 

（４）命令に従わなかった場合の対応 

（５）過料の手続 

７  行政代執行（第１４条第９項関係） 

（１）実体的要件の明確化 

（２）文書による戒告 

（３）代執行令書による通知 

（４）執行責任者証の携帯及び提示 

（５）代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い 

（６）費用の徴収 

 

特定空家等に認定された場合 

８  略式代執行（第１４条第１０項関係） 

（１）略式代執行を行うことができる要件の確認 

（２）事前の公告 

（３）略式代執行の対象となる特定空家等の中の動

産の取扱い 

（４）費用の徴収 

所有者等を確知する

ことができない場合 

確知できた所有者等に措置

を講ずる権原がない場合 

過失なく措置を命

ぜられるべき者を

確知することがで

きない場合 

※現地調査と所有者等の調査の順序は

事案に応じて判断する（同時並行も可） 



15 

 

４ 空家等対策に関する実施体制 
１ 空家等の相談に対する対応 

空家等の相談や問題は、環境面や防災面等、地域住民に悪影響を及ぼしているものや

相続問題、住み替え等、多種多様な内容のものが予測され、個々の事案に対し適切かつ

迅速な対応が求められています。 
市では、住民等からの空家等に関する相談等に対し、総合窓口を危機管理課とし、必要

に応じて空家等対策に係わる庁内関係課と連携し対応していきます。 
また、解決が困難な専門的な相談は、関係事業者、団体等に協力を求め対応していきま 

す。                               
 

 

・周辺住民等 ・区・自治会 ・空家等の所有者等 ・住み替え希望者 他 

相談・苦情 

 

対 応 

 空
家
等
対
策
庁
内
検
討
会
議 

入
間
市
空
家
等
対
策
協
議
会 

専門機関・団体等 
・埼玉県行政書士会 狭山支部 

・埼玉司法書士会 

・埼玉土地家屋調査士会 狭山支部 

・（公社）埼玉県宅地建物取引業協会  

彩西支部 

・（公社）全日本不動産協会 埼玉県本部 

・（一社）埼玉建築士会入間第二支部 

入間部会 

・区・自治会 

・入間市民生委員・児童委員協議会 

・狭山警察署 

検討・ 
調整等 

 

協力・連携 

 

庁内関係課 
・都市計画課    ・環境課 
・資産税課      ・交通防犯課 
・開発建築課    ・その他関係課 協 議 

総 合 窓 口 
（危機管理課） 

 

図１１：相談対応フロー図 
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２ 空家等対策の実施体制 
空家等がもたらす問題は、環境や、防災、建築等多分野を横断していることから、庁内関 

係課や関係機関が連携し、対策を講じる必要があります。当市では、空家等に関する対策

を総合的に推進するため、庁内体制の役割を明確にするとともに、事業者、専門機関等と

連携し、適切かつ迅速な対応ができる体制を整備します。    
（１） 入間市空家等対策協議会 

入間市空家等対策協議会は、事務局を危機管理課に据え、空家等対策計画の作成

及び変更並びに実施に関する協議を行うほか、特定空家等の認定等に対する協議を

行うことを目的に設置しています。  
入間市空家等対策協議会 委員構成 （令和３年４月１日現在） 
・入間市長 
・地域住民（入間市連合区長会、一般公募） 
・法務学識経験者（司法書士、行政書士） 
・不動産学識経験者（宅地建物取引士、土地家屋調査士会） 
・建築学識経験者（建築士） 
・福祉学識経験者（民生委員） 
・その他市長が必要と認める者（狭山警察署）  

（２） 空家等対策庁内検討会議 
空家等対策庁内検討会議は、庁内関係課をもって組織し、空家等に関する情報共有

及び横断的な連携を図ることで、施策を効率的かつ効果的に展開するために設置して

います。  
空家等対策庁内検討会議 委員構成 （令和３年４月１日現在） 
・総務部  資産税課長 
・市民生活部  交通防犯課長 
・環境経済部  環境課長 
・都市整備部  都市計画課長 
・都市整備部  開発建築課長 
・危機管理課長        
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庁内体制の役割   事 項 担当課 
１ ・ 空家等対策の総合窓口 

・ 関係課との連絡調整 
・ 協議会の開催等に関すること 
・ 庁内検討会議の開催等に関すること 危機管理課 

２ ・ 空家等の利活用に関すること 都市計画課 
３ ・ 環境・衛生に関すること 環境課 
４ ・ 所有者等の情報に関すること 資産税課 
５ ・ 防犯に関すること 交通防犯課 
６ ・ 建築基準法に係る助言に関すること 開発建築課                          

※ ４ 空家等対策に関する実施体制については、令和３年度時点のものとなるため、組織編制の見直しに伴い変更となる場合が

あります。 

表８：庁内体制の役割 
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５ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 
１ 計画の見直し 

入間市総合計画や国の動向と整合を図り、整備した台帳による市内の現状・実態を踏ま

え、これまでの取り組みに対する評価、検証を行い、令和９年度（２０２７年度）以降の次期計

画の策定を行うこととします。 
また、計画期間中であっても、相続登記の義務化やマイナンバー制度とのデータ連携の

動向を注視し、法令や国の補助制度等の改正、社会情勢の変化等に合わせ、随時必要な

見直しを行います。     なお、次期計画の策定にあたっては、入間市空家等対策庁内検討会議において、具体的

な見直し案を立案し、法第７条に定める入間市空家等対策協議会で協議していくことを基本

とします。                                   



 

 

                                   
第２次入間市空家等対策計画 

                     令和４年４月 発行  
       発 行   埼玉県入間市 
       編 集   危機管理課 
              〒３５８－８５１１ 
               埼玉県入間市豊岡一丁目１６番１号  
               電話０４－２９６４－１１１１（代表）                                      



 
                                    

  

空家等の利活用の検討について 

 

 

現在、入間市では空家等の利活用の促進を図るべく、３つの段階（空家等

の把握・アプローチ・マッチング）に合致する取り組みについて、民間事業

者等との連携も含め検討しています。現時点までに、空家等の利活用事業を

行っている２社から事業説明をしていただきましたので、その内容を報告し

ます。 

 

１．報告内容 

  （１）空き家活用株式会社 

①事業概要 

    市内の空き家の調査を行い、調査結果に基づきデータベースを作成。作

成したデータを独自のデータシステム（空き家活用データシステム

AKIDAS）に掲載することで、不動産事業者等へ空き家情報を提供し、空き

家を流通することで解消に繋げる。費用については、内閣府・国交省等か

らの交付金、補助金等を活用することで自治体の負担の軽減を図る。 

（以下、資料の一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ②検討内容 

空き家活用に関する独自のデータシステムを利用できるため、他事業

者と比較して空き家の流通促進に期待できる。 

費用面については、概算見積では高額であり、交付金や補助金等の活

用を想定しているとの説明であったが、必ずしも交付が受けられるもの

ではないためその見極めが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

【資料３】 



 
                                    

  

（２）FANTAS technology株式会社 

  ①事業概要 

   市で把握している空き家（建物等）を調査し、その活用方法（売却

や、賃貸等）をまとめたレポートを作成し、所有者にその可能性を提案

することで、空き家の解消に繋げることを目的とする。また、地域の不

動産事業者等と連携し、空き家バンクや、運営している中古物件サイト

への掲載により流通を促す。 

（以下、資料の一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ②検討内容 

    空き家の所有者に対し、利活用に関する具体的な提案ができ、また、直

接買取も行っているとのことであり、サポート体制が整っているため、空

き家の活用促進に期待できる。ただし、調査の対象は空き家の所有者が調

査を希望した場合に限るため、希望の多寡に事業の有効性が左右される。 

    費用面については、概算見積ではあるが、比較的安価であると思われる。

また、今年度については国土交通省からの交付金で運営しているため、自

治体の費用負担は無いということであるが、来年度も交付があるかは不

明であるため、その見極めが必要である。 

 

２．今後について 

今回、利活用の事業説明を行った空き家活用㈱は、市内の建物を調査し、

空き家を把握する取り組みを行っている。一方、FANTAS technology㈱は、

空き家（建物）の状況や価値を把握するための調査を行い、活用方法を提案

するアプローチを行っており、それぞれ取り組みの段階が異なるものとな

っている。 

今後も、３つの段階（空家等の把握・アプローチ・マッチング）を考慮し、

利活用のノウハウを有する民間事業者等との連携を含め、更なる利活用の

促進について、調査・研究を継続していく。 

 

 【利活用促進の流れ】 

 

（空家等の把握） 
・空き家の把握調査 （アプローチ） 

・空き家の活用方法提案 （マッチング） 
・活用方法に即した事業者等

の紹介 
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入間市空家等の適正管理に関する条例の制定について 

 

１．前回からの変更点 

    条例案について、総務課法規担当より指摘があったため、以下のとおり対応いたし

ました。（誤字等の軽微な修正は除きます。） 

意見の内容 対 応 

（定義） 

第２条  

⑷ 市民等 市内に居住し、若しくは

滞在し、又は通勤し、若しくは通学

する者をいう。 

「市内に居住する者又は通勤し、

通学する等市内に滞在する者」の方

が分かりやすいため修正する。 

※入間市暴力団排除条例では、「市内に

居住する者又は通勤し、通学する等

市内に滞在する者」となっている。 

（所有者等の責務） 

第３条 所有者等は、周辺の生活環境に

悪影響を及ぼさないよう、自らの責任

において空家等を適正に管理しなけれ

ばならない。 

法では「努めるものとする。」とし

て訓示規定としているが、適正管理

を所有者等自らの責任と負担によっ

て行うことを義務付けるため、「しな

ければならない。」とより強い表現と

したが、顧問弁護士に確認を行った

ところ、上位法の規定を上回る規定

にすることについて疑問があるとの

回答があったことから、「努めるもの

とする。」に修正する。 

 ※法では「努めるものとする。」として

いる。 

【資料４】 
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（緊急措置） 

第６条 

２ 市長は、前項の規定により緊急措置

を講じたときは、その内容を当該空家

等の所有者等に通知しなければならな

い。 

４ 市長は、第１項の規定により緊急措

置を講じたときは、当該緊急措置に要

した費用を所有者等から徴収すること

ができる。 

削除する。 

 ※必要ない。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（
定
義
） 

第
２
条 

 

⑷ 
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等 
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２.制定スケジュール 

 

 

 

 

 

 
令和３年度 令和４年度 

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 
４月～６月 ７月 

対策協議会            

庁内検討会議          

パブリックコメント          

例規審査委員会          

議会          

条例       

 

  

●最終報告 ●意見聴取 

●計画案確定 ●公表 

●意見聴取 ●最終報告 

●条例制定 

10/26～11/24 
●提案・議決 

市民周知期間（約 3か月） 

●例規審査 

条例公布● 
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入間市空家等の適正管理に関する条例（案） 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。

以下「法」という。）に定めるもののほか、空家等の適正管理に関し必要な事項を定めるこ

とにより、空家等が適切に管理され、周辺環境の安全が確保された安心して生活できるま

ちの実現に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴  空家等 市内に所在する法第２条第１項に規定する空家等をいう。 

⑵  特定空家等 市内に所在する法第２条第２項に規定する特定空家等をいう。 

⑶  所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。 

⑷  市民等 市内に居住する者又は通勤し、通学する等市内に滞在する者をいう。 

 （所有者等の責務） 

第３条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において空家

等を適正に管理するよう努めるものとする。 

 （市の責務） 

第４条 市は、第１条の目的を達成するため、空家等の適正管理の推進のために必要な施策

を実施するものとする。 

 （市民等による情報の提供） 

第５条 市民等は、適正に管理されていない空家等があると認めるときは、市に当該空家等

の情報を提供するよう努めるものとする。 

 （緊急措置） 

第６条 市長は、空家等が適正に管理されていない状態にあることにより、人の生命、身体

又は財産に危害を及ぼす状態が切迫していると認めるときは、これを回避するための必要

最小限の措置として規則で定めるもの（以下この条において「緊急措置」という。）を講ず

ることができる。 

２ 市長は、緊急措置を講じたときは、その内容を当該空家等の所有者等に通知しなければ

【資料５】 
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ならない。 

３ 市長は、前項の通知をしようとする場合において、当該空家等の所有者等を確知できな

いとき、又は当該空家等の所有者等の所在が判明しないときは、当該通知の内容を公告す

ることをもって通知に代えることができる。 

４ 市長は、緊急措置を講じたときは、当該緊急措置に要した費用を所有者等から徴収する

ことができる。 

 （公表） 

第７条 市長は、特定空家等の所有者等に対し、法第１４条第３項の規定による命令を行っ

たにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由もなく命令に従わないときは、次に掲げる

事項を公表することができる。 

⑴  命令に従わない者の氏名及び住所（法人にあっては、主たる事業所の所在地並びに名

称及び代表者の氏名） 

⑵  命令の対象である特定空家等の所在地 

⑶  命令の内容 

⑷  その他市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る特定空家等の所有者等に意

見を述べる機会を与えなければならない。 

 （空家等の活用等） 

第８条 市長は、空家等に関する情報の提供及びその他これらの活用のために必要な対策を

講ずるものとする。 

（関係機関との連携） 

第９条 市長は、空家等の適正な管理のために必要があると認めるときは、当該空家等の存

する区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この条例は、令和４年７月１日から施行する。 
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入間市空家等の適正管理に関する条例施行規則（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、入間市空家等の適正管理に関する条例（令和３年条例第 号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（緊急措置） 

第２条 条例第６条第１項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。 

 ⑴  開放されている窓その他の開口部の閉鎖 

 ⑵  開口されている門扉の閉鎖 

 ⑶  外壁及び柵、塀その他の敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生 

 ⑷  屋根、外壁又は屋根若しくは外壁にある建物の付属物の落下又は飛散の防止措置 

 ⑸  危険な立木等の剪定 

 ⑹  動物、害虫の駆除 

 ⑺  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置 

２ 条例第６条第２項の規定による通知は、空き家等に対する緊急措置通知書（様式第１号）

により行うものとする。                                    

（公表） 

第３条 条例第７条第１項の規定による公表は、入間市公告式条例（昭和３１年条例第３号）

第２条第２項に規定する掲示場への掲示その他市長が必要と認める方法により行うものと

する。 

２ 条例第７条第２項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、公表に対する意見陳 

述の機会の付与通知書（様式第２号）により、当該公表に係る特定空家等の所有者等に通 

知するものとする。 

３ 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起 

算して１４日以内に、公表に対する意見書（様式第３号）により意見を述べなければなら

ない。 

（委任） 

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 附 則 
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 この規則は、令和４年７月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

空家等に対する緊急措置通知書 

                               第       号 

                               年   月   日 

 

          様 

 

                        入間市長           □印  

 

  入間市空家等の適正管理に関する条例第６条第１項の規定により下記のとおり緊急措置

を講じたので、同条第２項により通知します。 

  なお、当該措置に要した費用は、貴殿に請求することになりますのでご承知おきくださ

い。 

記 

 

空家等の所在地  

実 施 年 月 日 年   月   日 

実施した措置内容  

措 置 し た 理 由  

措置に要した費用 

           円 

※納入期限までに納入すること 

納 入 期 限 年   月   日 
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様式第２号（第３条関係） 

公表に対する意見陳述の機会の付与通知書 

                               第       号 

                               年   月   日 

 

          様 

 

                        入間市長           □印  

 

 あなたが所有（管理）する下記の空家等については、  年  月  日付け第   号

により、空家等対策の推進に関する特別措置法第１４条第３項の規定に基づく命令をしまし

たが、現在に至っても命令した措置がなされていないため、入間市空家等の適正管理に関す

る条例第７条第１項の規定による公表をすることになります。 

 つきましては、入間市空家等の適正管理に関する条例第７条第２項の規定により、下記の

とおり意見を述べる機会を付与しますので、意見がある場合は、公表に対する意見書（様式

第３号）を提出してください。 

記 

 

空家等の所在地 

 

予定される公表の内容 

 

公表の原因となる事実 

 

意見書の提出先 

及び提出期限 

 提出先 

 提出期限    年   月   日 
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様式第３号（第３条関係） 

公表に対する意見書 

                               年   月   日 

                                

（宛先）入間市長  

 

                  提出者 住  所  

                      氏  名              

                      電話番号 

                     ※法人にあっては、主たる事務所の所在地、

名称及び代表者の氏名 

 

 入間市空家等の適正管理に関する条例第７条第２項の規定により、下記のとおり意見を述 

べます。 

記 

空家等の所在地 

 

公表の原因となる事実

についての意見 

 

その他当該事案の内容

についての意見 

 

証拠書類等の有無 有 ・ 無 

 

 



　　

■売買・賃貸　■相続や登記　■リフォーム・解体など

入間市空き家相談会

入間市役所Ｃ棟５階５０２会議室

 申込先

入間市役所危機管理課
電話:04-2964-1111
FAX:04-2964-7818

【主催】　　　入間市
【協力団体】　埼玉県行政書士会狭山支部
　　　　　　　公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会彩西支部

日時

場所

令和４年２月１５日（火）
午後１時３０分から
※予約制で１組３０分程度の個別相談

  入間市内の空き家を所有・管理している方または将来空き家になる可能性があ
り、その対応に悩んでいる方を対象として空き家相談会を開催します。
  空き家に関する様々なお悩みに、専門の相談員がお答えします。

空き家を
売りたい
貸したい

相続や
登記のこと
が知りたい

相談無料
要予約

〇申込方法

裏面の申込用紙に必要事項を記入し、令和

４年２月４日（金）までに危機管理課に持参

または郵送にて申し込みください。

先着順で定員になり次第締め切ります。

〇確定通知

予約が確定しましたら、相談時間等につい

て、後日ご連絡いたします。

【資料８】



申込日

１　空き家の情報・申込み者等について

空き家所在地

申込者

２　希望する相談時間帯について

希望時間帯

※相談時間帯につきましてはご希望に添えない場合もありますので、予めご承知置きください。

３　相談内容を記入してください

※相談したい相談員を選んで☑をご記入してください

□行政書士会 相続に関すること

□不動産協会 不動産の売買、管理、賃貸に関すること

（相談内容）

電話番号（携帯番号）

 □13時30分～ □14時10分～ □14時50分～ □15時30分～ □特に希望なし

※相談時間は１組３０分となります。相談内容をまとめたものや、建物の写真、土地・建物の登記
簿、相続関係の資料等をご持参いただくと相談がスムーズになります。
◇ご記入いただきました個人情報は、ご相談やお問い合わせの際に使用する以外に使用するこ
とはありません。

申込者連絡先
　　　　　　　　　　　　　　―　　　　　　　　　　　　　―

入間市空き家相談会　申込用紙
令和４年２月１５日（火）開催

令和　　　年　　　月　　　日

所有者氏名

申込者

住　所
・

氏　名
※所有者と異なる

場合は記入

※申し込みは、令和４年２月４日（金）までになります。

 □所有者  □所有者の家族・親戚  □管理者  □その他（　　　　　　　　　）

入間市

ふりがな

（〒　　　　－　　　　　　）

ふりがな


